
 -1-

社会資本整備審議会道路分科会第２１回道路技術小委員会 

令和６年２月２１日 

 

 

【総務課長】  では、定刻になりましたので、ただいまから社会資本整備審議会道路分

科会第２１回道路技術小委員会を開催させていただきます。 

 本日は御多忙中御出席いただきまして、誠にありがとうございます。進行を務めさせて

いただきます国土交通省道路局総務課長の永山でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 本日はウェブで参加されている方もいらっしゃいますので、御発言の際は、音が拾える

よう、少し大きめの声で御発言いただきますようお願いいたします。 

 本日の小委員会の議事につきましては、道路分科会運営規則第４条において準用する社

会資本整備審議会運営規則第７条第１項により公開といたしております。また、委員の皆

様の御紹介につきましては、委員名簿に代えさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 本日は委員総数１２名のうち１０名の委員が御出席でございますので、定足数３分の１

以上を満たしておりますことを御報告申し上げます。 

 なお、道路技術小委員会運営規則第５条に基づき、本日は、北陸地方整備局において昨

日開催されました令和６年能登半島地震道路復旧検討委員会の委員長であられます、金沢

工業大学の川村國夫教授にも、有識者としてオンラインにて御参加いただいております。

川村教授におかれましては、大変お忙しいところ御参加いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

【川村様】  よろしくお願いします。 

【総務課長】  よろしくお願いいたします。配付資料につきましては、ウェブ参加の方

には別途お送りさせていただいておりますが、議事次第、委員名簿、資料１から３となっ

ております。 

 それでは、開催に先立ちまして、丹羽道路局長より御挨拶申し上げます。よろしくお願

います。 

【道路局長】  本日は、大変お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうござい

ました。また、急遽の開催になりまして、お集まりいただきまして恐縮でございます。 
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 元旦の日に能登半島の地震が起こりまして、我々、震災直後から各県の建設業協会、ま

た日建連の御協力をいただきながら、まずはこの道路を早く開通させるということが大事

でありますので、道路啓開作業を進めてまいりました。大体１週間で、幹線道路の８割の

道路啓開、２週間で９割ということで、そういう進度で道路啓開を進めてまいりました。

ただ、２４９号と能登半島の海岸線沿いを通っている国道でございます、県管理の国道で

ありますが、それと能越道の県管理の区間がございまして、その部分は被災が非常に大き

いということで、国が権限代行でやっていく、本格復旧するということになっております。 

 いずれにしましても、この復旧復興、政府挙げて取り組んでいるところでございます。

これから本格復旧に向けて、いろんな技術基準、どういうので復旧をさせるか、基準の議

論もあろうかと思いますので、先生方のいろいろな御意見を賜りたいというふうに思って

おります。 

 それで、本日は、発災直後、国総研と、あと土研の専門の調査チームが現場に入ってお

りまして、道路構造物の、どういうふうに被害を受けているかというのを調べてまいりま

した。それについて先生方に御報告をさせていこうというふうに思っております。また、

この調査結果を踏まえまして、今後の対応の方向性、先ほどの基準の話を私がしましたけ

れども、そういったものについても御審議をいただきたいなというふうに思っております。 

 今日は限られた時間ではございますけど、忌憚のない御意見を賜ればというふうに思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【総務課長】  なお、丹羽道路局長、所用により、恐縮ですが、中座をさせていただく

ことを予定してございます。 

 続きまして、二羽委員長に御挨拶と以後の議事の進行をお願いしたいと存じます。よろ

しくお願いいたします。 

【二羽委員長】  それでは、議事に入る前に一言御挨拶申し上げます。 

 この委員会は、前回、１月１９日に開催しておりますけれども、能登半島地震の被災結

果の報告のために、本日、急遽、委員会を開催することになりました。元日に発生した能

登半島地震では多くの方が亡くなっておりますし、また、道路構造物も大きな被害を受け

ております。それから、ライフラインの復旧もまだ完全ではないという状況ですけれども、

本日は、橋梁、トンネル、土工、舗装などの道路構造物の被災状況について御説明いただ

きまして、今後の対応について御意見等を頂戴したいというふうに思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは、これから議事を進めさせていただきます。 

 本日の進め方でございますが、事務局から資料の説明を一通り行っていただいた後で、

委員の皆様から御意見、御質問を頂戴したいというふうに思います。ウェブから御参加い

ただいている委員におかれましては、御意見や御質問がある場合は、会議システムの手挙

げ機能で手を挙げていただくか、あるいは質問がありますなどの御発声をいただきまして、

私のほうで説明させていただきますので、その後、お名前をおっしゃっていただき、御意

見、御質問をお願いいたします。 

 それでは、令和６年能登半島地震の概要、令和６年能登半島地震道路構造物の被災に対

する専門調査結果（中間報告）、並びに当面の進め方につきまして、事務局から説明をお

願いいたします。 

【企画専門官】  事務局、国土交通省道路局国土技術課、増です。説明させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 では、画面共有させていただきます。まず、資料１に基づいて説明いたします。 

 こちら、令和６年能登半島地震の概要となってございます。今年の１月１日、マグニチ

ュード７.６、石川県能登地方にて最大震度７を記録したところです。最大加速度につき

ましては、最大で２,８００gal強を観測しているところです。 

 次に、２ページ目でございますが、能登半島へのアクセスの確保について、昨日時点の

状況でございます。 

 発災以降、先ほど局長からも御紹介ありましたとおり、アクセス道路の応急復旧を進め

てまいりまして、１月９日には幹線道路の８割が通行可、１５日には約９割まで進捗いた

しました。その後、１月１４日には、総理大臣指示を受け、権限代行に関する調査に着手

し、１月２３日、国が石川県に代わり本格的な災害復旧を代行することを決定いたしまし

た。今後も、図のとおり、主要な能越自動車道、のと里山海道を中心に、今月下旬、来月

中旬と段階的にアクセス確保を進めてまいります。 

 次に、３ページ目は、能登半島の道路の緊急復旧の昨日時点の状況でございます。 

 青い線が、国による対応で通行可能となっている箇所です。茶色が県による対応です。

その他、海からは自衛隊にもお願いして対応を進めてまいりました。 

 一方、赤いバツ印は被災規模が大きい箇所を示してございまして、写真にありますとお

り、のり面の崩壊、橋の橋台背面の崩落、トンネルの覆工コンクリートの崩落、土工盛土

の大規模崩落など、復旧に時間を要する箇所も多々ございます。 
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 さて、今後、応急復旧、本復旧に向かうに当たりまして、昨日、北陸地方整備局と石川

県におきまして道路復旧技術検討委員会が開催されまして、早期復旧に向けた対策につい

て、専門的な学識経験に基づき技術的な検討を進められたところでございます。本日、そ

の委員長に御出席いただいておりますので、概要のほうを御紹介いただきたいと思います。 

 川村委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

【川村様】  皆さん、川村でございます。 

 それでは、簡単でございますけども、昨日の技術検討委員会が開催されましたので、そ

れに関しまして御報告と、皆様方のご意見を賜りたいと思っております。 

 御承知のように、本年１月１日元旦でございますけども、１６時１０分に発災をいたし

ました能登半島地震によりまして、能登半島が壊滅的に被災を受けました。これを受けま

して、昨日、国交省北陸地方整備局から、令和６年度能登半島地震道路復旧技術検討委員

会を立ち上げていただき、昨日、第１回目を開催したわけでございます。 

 まず、冒頭でございますけども、本委員会委員が８名いらっしゃいます。全て国の研究

機関の方でございまして、国総研は室長クラスの方が、土研の方は上席のクラスの方が委

員に御就任をいただきました。私どもは大変心強く思っておりますし、これから復旧に向

けて非常に手応えを感じている次第です。 

 さて、私どもの委員会のミッションですが、規約にも記しましたように、甚大な被害を

受けた能越自動車道を国が権限代行で工事していただきます「のと里山海道」と、「穴水

道路」、さらには「輪島道路」の早期の復旧に向けて、いかなる対策が必要かを、経験豊

富な、そして知識豊富な委員の方々に、専門的な立場から御助言をいただく形で昨日は進

めさせていただきました。特に、被災が非常に多岐にわたっております。大規模な崩落で

あったり、あるいは集中的な崩落であったり、それはもうほとんどが壊滅的で現道ルート

がこじ開けられなかったりして、非常に苦労を強いられている状況ですので、そんな中、

昨日、いろいろ貴重な御意見を賜りました。 

 そこで、この能登半島地震道路復旧技術検討委員会の概要と意見について、お話をさせ

いただきます。 

 先ほどもお話ししましたように、高岡から輪島三井までの能越道は「のと里山海道」と

いう県の管理区間と「穴水輪島道路」の直轄区間となりますが、この両区間で崩落箇所が

１７８か所を数えております。この崩落箇所を全面復旧するにはかなりの時間を要します

ので、まずは、４メートル幅の緊急用車両の道路啓開を第１の目的にしております。既に
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この緊急用道路につきましては、一部が供用しておりますが、何とか２月の末頃には、能

越道全区間を啓開をしていきたいと考えております。ただ、一崩壊箇所だけ大変気になる

崩壊現場がございます。明日もこの崩壊現場へ参りますが、この崩壊箇所の対応にもより

ますが、遅くとも３月中旬頃前までには、全線をまず啓開をさせて行こうということにな

っております。 

 それから、被災者の方や支援者の方々が今大変不便を被っているのは、やはり道路の問

題で、自宅に戻るにも五、六時間、七、八時間かかるというのはざらでございます。した

がいまして、重要なことはその次のステップで、能越道の上りの１車線、下りの１車線の

応急的な対面通行２車線の確保を今目指しております。昨日も、委員各位にはこの応急復

旧対策の方向を示していただきまして、今日から直ちにこの２車線化へ向けて進めていく

段取りをしております。 

一方、先ほど紹介しました国道２４９号外浦では、約１３０万立米ぐらいの崩落箇所もあ

り、これは東京ドームよりも大きな崩落規模となり、ここをどのようにこじ開けていくの

かについても、３月の下旬の２回目委員会で、見通しをつけていきたいと思います。 

  次の資料をお願いします。情報共有の資料ありがとうございます。 

 権限代行でお願いしているところは、輪島市の手前、国道２４９号の中屋地区中屋トン

ネルがありますが、この中屋トンネルは、縄又地すべり地でもあり、地すべりによって大

きく損傷しています。そして、ここを通って輪島の市街地へ入り、輪島市街地を通り抜け

て、外浦を珠洲のほうに行きますと、珠洲の大谷地区という、ほぼ先端のところまでが担

当区間となっています。 

資料にもございますように、この区間では、今日現在、確認できた被災箇所が２３２か所

を上っており、私も現場に３度ほど入りましたが、啓開には大変苦戦を強いられていると

いうのが実情です。特に、トンネルとか橋の損傷、加えて、先ほど申しました非常に大規

模な土砂崩れのため、ここではまず４メートル幅の緊急道路啓開を予定していますが、こ

れさえも、現在いまだ目途がついていないのが実際でございます。早急に目途をつけなけ

ればいけないと思っております。このため、その後の応急２車線とか、本復旧については、

全く目途がついていないのが実情です。 

 ただ、御小委員会の先生方に、この地元石川県から申し上げさせていただきたいことは、

被災者の方とか支援者の方々にお会いしますと、まずは４メートル幅道路を啓開してくれ

と。また、避難所に避難されていらっしゃる方、あるいは自宅で避難されている方々は、
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何かあったときに救急車が来てほしいという御要請をよく聞きます。各首長さんからもよ

く聞きます。このため、４メートル幅道路を何とかこじ開けていきたいと思います。しか

し、一筋縄ではまいりません。今は山へ振ったり、あるいは隆起した海岸線へ迂回をさせ

たり、あるいは現道をこじ開けていくなどの方法を取っておりますます。一方で、大谷地

区近くにあります逢坂トンネルがその岬もろとも１３０万立米崩落していまして、そこを

こじ開けるのはなかなか難しいと思っております。そのため、この図面の能登空港のとこ

ろの前を通る珠洲道路という道路がございます。ちょうど穴水から能登空港を通って珠洲

飯田へ入っていく珠洲道路は石川県の管理道路がございますが、これを使って、くしの歯

作戦のくしの胴部分の道路と考えまして、それから北上をしていくということも考えてお

ります。どうしても国道２４９号がこじ開けられないときには、このくしの歯作戦と２４

９号をドッキングさせて、何とか被災者の皆さんを迂回させながら、安心して頂こうと思

っております。 

 それから、小委員会の先生方に少し申し上げておきたいということがございます。昨日、

道路復旧検討委員会で石川県から提案がございました。それは、国道２４９号の中屋トン

ネル手前の浦上地区から真西方向へ入っていく県道ございます。突き進みますと上大沢地

区に着き、ここから海岸線に沿って輪島まで行く道路です。これが県道輪島浦上線と言い

ます。ＮＨＫの朝ドラで「まれ」という連続ドラマの舞台がこの上大沢地区ですけど、こ

の道路も壊滅的に崩落していますので、石川県のほうから、今回復旧委員会の経験豊富な

委員各位に一度見分頂き、工事は石川県で進めますが、どのように迂回路を取ったらいい

のか、あるいは応急復旧をどういう方法でやったらいいのか、についてもご検討をお願い

したいという御要請がございました。委員各位に諮った結果、あるいは事務局とも相談し

ましたが、そこは協力をさせていただこうということになっております。 

 いずれにしましても、とにかく、この道路復旧委員会が迅速で安全な道路の復旧を進め

ることがミッションでございますので、これに向けて進めて行くことになります。 

 以上でございます。 

【企画専門官】  川村先生、どうもありがとうございました。 

 以上のような応急復旧を進めていくにあたりましても、その支えとなります構造物の技

術基準の観点から、国土技術政策総合研究所と土木研究所のほうで進めてまいりました専

門調査の結果について、これから報告させていただきたいと思います。 

【国総研道路構造物研究部長】  それでは、資料２を使いまして、国総研、土木研究所
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のほうから中間報告として御報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、１ページ目でございます。 

 地震発生の翌日から現場に入りまして、これまで国総研、土研で道路構造物関係延べ１

５１人、２８回の調査を行ってございます。調査対象でございますけども、もちろん要請

対象となって現地に入る道路構造物の対象もございますが、それ以外に、今後の技術基準

の検証であるとか、あるいはその見直し、そういった検討に必要な情報を得るための調査

ということで、被害のなかった道路構造物を含めて調査をしてきてございます。今日はそ

の中間的な状況の報告と、今後の方向性について今考えていることについて御意見をいた

だきたく御説明をさせていただきたいと思います。 

 次のページをお願いいたします。 

 まず、橋粱のほうからでございます。 

 まず、道路橋のほうでございますけども、大きく３つの観点ございまして、まず１つは、

御存じのとおり、道路橋の耐震設計基準は阪神・淡路大震災以降大きく変わってございま

す。熊本地震のときもこのような検証を御審議いただいてございますけども、平成７年の

兵庫県南部地震以降の基準が適用された橋、これについては、今回の能登半島地震でも、

新しい基準の橋についてはおおむね軽微な被害にとどまっているということで、橋本体と

しては、道路橋示方書が求めている性能を発揮できている状態であるということを確認し

てございます。例えば左下にございます穴水道路、これは平成１４年の道路橋示方書によ

り設計されている橋でございまして、支承部のサイドブロックで少し損傷が出ております

が、通行の機能には大きな支障のない状態になっています。それから、のと里山インター

橋、輪島道路とか、これは最近できた道路でございまして、平成２４年の基準で設計され

てございまして、支承部の沓座モルタルにクラックが出ている程度です。それから、国道

２４９号の烏川大橋、大谷ループ部のところにかかっているＰＣのラーメン橋でございま

すけども、こちらについてもゴム支承の変形あるいは橋脚基部でかぶりコンクリートが剥

落するような損傷が出てございますが、耐荷性能という観点では通常の交通の使用には支

障がない損傷状態ということでございまして、橋本体としては期待した性能が確保されて

いるというふうに、今のところ考えているところでございます。 

 それから、これまで耐震補強施策を国土交通省では鋭意進めてまいりました。優先度を

つけながら進めてまいりまして、今回の路線上にも耐震補強された橋が幾つもございまし

た。まずはＲＣ橋脚の巻き立てであるとか落橋防止対策、それから支承部周りの対策を順
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次進めてきているわけでございますけども、耐震補強がされていた橋については、致命的

な被害を回避できており、落橋も生じていません。さらに、復旧の迅速化という観点、緊

急車両を早く通せる状態になるという観点でも大きく寄与できているというふうに考えて

いるところでございます。 

 一方で、古い基準、兵庫県南部地震より前の基準で設計された道路橋の中で、やはりま

だ耐震対策をしていない橋につきましては、落橋には至っていないものの、深刻な被害が

生じて通行止めというような措置となった橋もございました。そういった橋につきまして

は、引き続き、耐震対策を急ぐ必要があるのではないかということでございます。例えば、

この右下にあります大町大橋は、支点部がまだ耐震対策されていない橋でございますけど

も、鋼桁の下フランジのところが曲がっておりまして、上からの活荷重が作用する状況に

対しては耐荷性能に影響が生じている状態となっています。また、その上の鵜飼大橋につ

きましてはパイルベント形式の下部構造でございますけども、下部構造に大きな被害があ

り、また、斜橋となっている歩道部の桁は不安定な支持状態になっています。こういった

被害もあったということでございます。 

【土研石田グループ長】  続いて３ページ目、土研の石田でございます。 

 橋台背面についてでございますけれども、小規模な段差というのは多数発生しておりま

すけれども、①の写真にありますように、すりつけを行って速やかに緊急復旧ができてい

るというところでございます。 

 それから２番目としまして、平成８年の道路橋示方書で橋台の背面に踏掛版というコン

クリートの版を設置することが望ましいとしております。また、平成２４年の道路橋示方

書では、橋台背面アプローチ部の構造というものを規定しております。そういった効果が

現れていると考えております。写真で言いますと②のところで、踏掛版が効果を発揮した

事例ということで、橋台背面が沈下しても段差を緩和して通れるようになっているという

事例でございます。 

 一方で、液状化によって１.５メートルぐらい地盤が沈下した橋梁もあるということで、

③の写真ですけれども、場所は金沢市ですけれども、河北潟のところで内灘町に近いとこ

ろですけれども、周りも液状化しているわけですけれども、こういったところでは大きな

段差が生じている事例もあったということでございます。 

 このページ、以上でございます。 

【国総研道路構造物研究部長】  次のページ、４ページをお願いいたします。 
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 こういった道路橋の被災状況から、これまでの技術基準の見直しなどがいろいろ活きて

いるところもございますけど、さらに、今後、被災の原因を分析していく上で、やはり今

回の地震で重要な要素として考えるべき点は迅速な復旧をより確実に実現できるようにす

るべきという点だったのではないだろうかと考えてございまして、そういった視点で、技

術基準の改定であるとか、今後御議論いただくことになる修繕の技術基準、そういったも

のへの検討に必要な事項を今後御審議いただく必要があると考えているところでございま

す。 

 ３つほど、今の時点で今後の技術的な課題になるだろうと思っている点について御紹介

させていただければと思います。 

 まず１つは、例えば支点部が損傷したときに仮受けであるとか仮止めみたいな、そうい

う応急的な措置をすることによって交通機能の開放を早くするという対策をよく取るわけ

ですが、その設置のためのスペースがあらかじめあるか否かでも、復旧が早くできるかど

うかに大きく関わってきます。例えば桁かかり長と申しまして、橋座面の幅を広く確保し

ておくことで落橋しにくくする対策を、これまでも基準の中で取り入れてきていますが、

そういったものが十分取れていると、仮支点であるとか仮受けのサンドルとか、そういっ

たものを置くことが容易にできやすくなります。具体的な地震の外力がどうこうという項

目ではないですが、損傷した後の応急措置を見据えてあらかじめの対策をしておくという

のも、迅速に復旧をするという観点で強靱化対策の視点になると考えてございます。 

 それから２つ目でございますけども、緊急復旧あるいは応急復旧という観点で、桁支点

部とかが損傷してしまうと復旧に時間を要するケースがあるということが、今回、被害調

査をして見えてきたところでございます。例えばＰＣ桁の桁端部にはＰＣの定着部がござ

いますけども、ここが損傷するとＰＣの状態がどうなっているかをきちんと評価する必要

が生じる場合もあり、そのために時間を要してしまうということもございます。また、橋

本体はよくても、橋台背面の土が動くことで橋台が傾斜してしまうとか、あるいはその基

礎に損傷が出ている可能性があるだとか、あるいは、それによって橋桁の桁端部が、この

写真のようにパラペットに当たってしまって損傷してしまい、結果として、桁端部の損傷

がひどくなると、交通機能の開放に影響を生じかねない状態にもなりかねないといったこ

ともございます。こういった橋台背面部の移動が生じたような状態に対してどのように対

処していくべきかと、こういうのも緊急復旧あるいは応急復旧を早くするという観点で、

どの部材をどう壊していく、そういう制御をするのかどうか、そういった観点も、迅速な
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復旧という観点では検討の余地があるという見方をしているというのが２つ目でございま

す。 

 それから３つ目でございますけれども、我々が現地調査行った際に、やはり検査路があ

って支点部がよく見える環境にあった橋は迅速な評価もしやすかったといったところがご

ざいます。例えばですけども、上路トラス橋ですと、路面から支点部の位置までが数メー

トル差があるということで、ここにある小牧橋のような事例では、これは上から支点部を

見下ろして写真を撮ってございますけども、やはり検査路があるとそこに降りていきやす

くなって、直接支点部の支承をいろんな角度から見て橋が今どんな状態にあるのか、通行

機能をすぐに回復できる状態にあるのか否か、どういった応急措置をすれば機能回復でき

るようになるのか等を的確かつ迅速に診断できるようになります。こういったいわゆる維

持管理のための設備というものも、路線の重要度あるいは橋の構造形式に応じて設置して

いくことが重要と考えています。このような被災部位へのアクセス性の検討ではＢＩＭ／

ＣＩＭを活用することも考えられます。このように、的確かつ迅速な診断は可能であるか

どうか、必要な装置が具備されているかどうか、そういった項目をチェックするというの

も今後必要ではないだろうかということを、今回の被災を見て思っているところでござい

ます。こういったところの方向性について御議論いただければと考えているところでござ

います。 

【土研宮武グループ長】  続きまして、土木研究所地質基盤研究グループ長の宮武から、

道路土工の被災調査結果の概要について御報告をさせていただきます。 

 まず、前半部分でございますが、国道２４９号線の沿岸部についてのヘリ調査、現地調

査等を行った結果でございます。 

 このエリアにつきましては、斜面崩壊、地滑り等により、道路の交通機能が途絶した区

間が多数発生しております。これらは、地形的に地滑り等の場合ですと路上に流出した土

だけではなく、背後の斜面自体が不安定化しているというようなケースが多々ございまし

て、路上の土をどけるだけで開放ができるわけではなく、復旧に当たりましては、その土

をどけることがさらに大きな滑りを誘起するというようなおそれもあるということから、

今後の調査に当たっては、個々の場所ごとに地形を読み、調査等を行って対応を検討して

いかなければならないというところがございます。 

 それから、大谷地区のループ部切土のり面のところにおいて、後ほど詳細に御報告をさ

せていただきますが、地滑りが発生しておりまして、この烏川大橋の取付け部のところで
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交通が大きな被害を受けているというところがございます。 

 それからもう一つ、能越自動車道の部分について御説明をさせていただきます。 

 こちら、のと里山海道、輪島道路、穴水道路といった名称で呼ばれている区間でござい

ますが、説明に先立ちまして、２つ、大きな時間的に重要なポイントがございますので、

御説明させていただきます。 

 １つは、前回の地震、平成１９年の地震、それからもう一つが、地震の後、中越地震、

それから平成２１年の駿河沖地震等を踏まえまして、平成２５年、平成２４年度末でござ

いますが、ここで盛土の締固め基準というものを変えている、この２つが今後説明をさせ

ていただくに当たって留意していただきたい面になっております。 

 まず、具体的な被害の報告に入らせていただきます。能越自動車道につきましては、沢

埋め高盛土を中心に多くの盛土の被災が確認をされております。のと里山海道につきまし

ては、平成１９年の能登半島地震、当時は能登有料道路と呼ばれておりましたけれども、

こちらで多数の崩壊が発生しておりまして、そこについては、有識者の委員会等を立ち上

げて本格的な対策を行っております。その詳細は後ほど御説明をさせていただきますが、

平成１９年の能登半島地震で大規模崩壊をし、排水対策等の本復旧というものを行った箇

所については、今回の地震において大きな被害を受けたところはなく、軽微にとどまって

いるというところが、１つ知見としてございます。 

 それから、このページの下のほうの写真になりますけれども、この全線にわたりまして

４車線区間、２車線区間ございますけれども、４車線を有する区間においては、交通機能

が喪失するような崩壊はなかったというのがございます。下の参考に書いてございますけ

ど、約６キロの４車線の区間につきましては、写真にございますように、２車部分あるい

は何らかの道路の部分が残っておりまして、こちらで交通の機能の継続が早期に可能なよ

うな形態になっております。一方で、２車線の区間、こちらは２１キロございますけれど

も、盛土崩壊１６か所ありまして、この写真にございますように、９か所で道路が、機能

が完全に喪失してしまっているというような形態を示していることがございます。 

 それから、枠のほうに移らせていただきます。盛土の締固め基準が引き上げられたのが

平成２５年でございまして、大きく分けると能登空港より北と南で、北のほうはＲ５年供

用、輪島道路はＲ５年供用でございます。それより南側、２５年以前に構築されているの

ですけれども、輪島道路については、崩壊に至るような盛土の被災がございませんでした。

このページの右下の表を御覧いただきたいのですが、一番上が輪島道路、令和５年に開通
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したもので、その下がそれ以前に開通したところでございますが、段差、１メートル未満

の被害等は輪島道路においても発生しておりますけれども、１メートル以上の段差、大規

模崩壊というものは、盛土に関しては起こっていないというのがございます。一方の、穴

水道路、のと里山海道については、先ほど申し上げましたように１回、平成１９年に直し

ているところについては軽微だったのですが、それ以外の場所で大規模な崩壊が発生して

いるというところがございました。 

 それでは、次に個々の箇所について御説明させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 こちらは、平成１９年に改築をした箇所でございます。左上の写真が、平成１９年の被

災の土地の盛土の壊れた状況でございまして、ここに対して、左下にございますような形

で排水と補強という二本立てでの復旧を行っております。この辺りの土というのはあまり

よろしくない土でございましたので、まず、盛土の本体の構築に当たりましては、購入土

を持込みまして、そこにジオテキスタイル等の補強を行う。さらに、盛土の基部に関して

はしっかりとした排水を講じるということを行っております。さらに、崩壊した土砂につ

いて、この現場の中で何とか再利用して外に土を持ち出さないということもございました

ので、基部にセメント等を加えた形で強化をした土の補強を行うというのが標準の断面と

なっております。こちらにつきましては、右がＲ６年、今回の被災状況でございますけれ

ども、ほぼ被害がない、微小なクラック程度に収まっているというのがございます。 

 次のページをお願いします。 

 こちらは、また別な箇所でございますが、左側の図面を見ていただきたいのですけれど

も、沢を埋めた盛土がございまして、左側の水色の部分、こちらは平成１９年に崩壊をし

た箇所でございます。こちらについては、先ほどのページに見られるような考え方で補強

を行っております。右側の赤い部分については、当時被災がなかったということで、ここ

については対策を講じていなかったのですが、今回、Ｒ６年の地震により、水色の部分に

ついてはほぼ被害なし、ただ、赤い部分について被害が発生したという形になっておりま

す。右側の写真を御覧いただきますと、手前側が水色の部分になりまして、奥の赤い部分、

当時手をつけなかった部分が崩壊を起こしているということになります。こちら、同じ沢

埋めの盛土でございますので、同じ材料を使っているでしょう。それからあと、水の集ま

り方であるとか、ほぼ揺れ方とかそういうもので同じリスクを持っていたのですけれども、

前回、被害がなかったということで手をつけなかったところで今回の被害が明確に分かれ
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たというのがございます。 

 次のページを御覧ください。 

 こちらも同様でございまして、同じ沢を埋めている盛土の部分につきまして、水色が平

成１９年に崩壊をしたので本格的に復旧をした箇所、その隣の、今回そこについては、こ

の写真の奥のほうにございますように、被害ございませんが、その手前側、平成１９年に

手をつけなかった箇所については、今回、重度の被災を発生しているという顕著な例でご

ざいます。 

 次のページを御覧ください。 

 こちらにつきましては、能登大橋というところの取付け部になっております。左側の図

面、少々細かくて申し訳ございませんが、非常に複雑な沢が入り組んだ集水地形になって

おりまして、ここに盛土を行っていたという地形でございます。ここが、右側の写真、上

の写真ですけれども、平成１９年には、橋の取付け部の部分ののり面が崩壊したという被

害を受けております。ただ、ここは橋梁の取付け部でございまして、今後の復旧に当たっ

て迂回路がないということで、まずは応急の復旧で交通を開放し今後の復旧に充てるとい

う方針だったものですから、先ほどまでお見せしたような本格的な復旧というものが講じ

られておりませんでした。主に盛土の部分に矢板を打ちまして、それから、現地発生した

土を強化して盛り直すということをやっていたのですけれども、今回の地震で、右側の下

段の写真でございますけれども、矢板が曲がり、それから盛った土が崩れている。それか

ら現地の踏査の結果では、やはり沢のところから水が集まって水が流水しているというと

ころがございまして、ここのところについて応急復旧、本復旧の手順というところに改善

の余地はあったかというふうにも思っております。 

 以上が、能越道の盛土でございます。 

 最後に、大谷ループ部の被害の報告をさせていただきます。 

 こちらにございますように、ここはループして橋に取り付ける部分になっておりますが、

ここはもともと地滑りが想定された場所でございまして、工事をした際に、当初から地滑

りの対策を行っておりました。ただ、工事中に土の掘削等の影響を受けまして、さらに追

加で地滑りが発生したことから、工事中に設計を変更いたしまして、追加の補強を行って

おります。右下にございますように、当初打設したアンカーでは足らなくなったものです

から、そのアンカーをよけるように穴空きのスラブを置いて、さらにアンカーを打設する

ということで開通をしております。それが、今回、地震によって新たに地滑りが発生した
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ということでございます。こちらにつきましては、地震の影響と地滑りの対策をしたとき

の方向とか、こういったところについて詳細な分析を行い、補強の方向、対策工法を検討

するということが必要になりますので、こちらについては、全体的な見直しを検討する必

要があろうというふうに評価をしているところでございます。 

 以上でございます。 

【土研髙井グループ長】  続きまして、トンネルについて、土木研究所の道路技術研究

グループ長の髙井より説明させていただきます。 

 今回の地震では内空が押しつぶされるなどの壊滅的な被害はございませんでしたが、地

山が大規模な変形をしたことにより、覆工コンクリートブロックが崩落するといった被害

が発生いたしました。トンネルは地山と一体となった構造物でありまして、吹付コンクリ

ートなどの支保構造がグランドアーチを形成し、周囲の地山に対して内圧を与え一体化す

ることによって、本来地山が持っている保持力が向上することを積極的に活用することに

よって、土圧などの外力に抵抗していくという特性を持っております。 

 地中構造物であるトンネルは、もともと他の構造物に比べて耐震性には富んではおりま

すが、地震に限らず、地すべりなどの大規模な変形が生じますと、偏土圧が発生したり、

塑性圧により、先ほど申し上げた支保機能が低下することによって支保工に大きな圧力が

発生し損傷に至ります。今回大きな損傷が報告されているものとして、大谷トンネルと中

屋トンネルがございます。 

 大谷トンネルにつきましては、もともと地すべりブロック地帯にあったもの、中屋トン

ネルつきましては膨張性の地盤があるところに補助工法を講じながら施工したという経緯

がございます。今回、これらの地質的な特性が、この度の地震により惹起されたというわ

けであります。覆工についてですけども、覆工は元々力学的には必要がないとされており

ますが、不測の事態に対する安全率の確保、さらには化粧板の意味から設けられておりま

す。今回のようなレベルの規模の地震になりますと、構造自体の健全性を確保することは

困難となってきますが、仮に覆工が損傷するにしても、大規模なブロックによる崩壊が起

きない、もしくは起きたとしても崩落までの時間稼ぎができるような性能が求められると

ころでございます。 

 平成２８年の熊本地震におきましても、俵山トンネルで覆工が崩落したことがありまし

た。元々覆工は、応力的には圧縮が作用しますので無筋コンクリートとしておりますが、

俵山トンネルの崩落事故を受けまして、支保パターンがＤⅡの場合に関しましては、鉄筋
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を入れるといった通知を出させていただいたところでございます。 

 復旧につきましては、４ポツ目にいろいろと書いてございますが、先ほど申し上げたと

おり、トンネルの構造特性上、地山の移動が収束する、もしくは制御できるといった状態

にならないと難しいと考えております。 

 次のページお願いいたします。 

 最も良い方法としては、不良地山や地質地盤リスクが高いところを避けるといったこと

になろうかと思います。こちらは、平成１９年の能登半島地震に講じた路線計画の見直し

が効果を発揮した例となります。海岸沿いにありました八世乃洞門が損傷したことに伴い、

復旧では、少し山側に法線を振り、付け替えました。今回の地震では、こちらのトンネル

の坑口とかその付近では落石とかはありましたが、トンネル本体のほうは大きな被害は報

告されておりません。 

 私のほうの説明は以上でございます。 

【国総研道路構造物研究部長】  次の１３ページをお願いいたします。 

 今までは個別の道路構造物施設ごとの整理でございましたが、ネットワークという観点

から御説明をさせていただきたいというふうに思っています。 

 これまで道路技術小委員会でも、道路リスクアセスメント要領の御審議をしていただい

てございます。これは道路ネットワークのマネジメント、とりわけこういった今回のよう

な災害に対するネットワークの性能評価といった観点で策定してきてございます。今回、

まさに今後の復興に当たって被災地域の道路ネットワークをどのようにしていくのかとい

う議論において、こういった、これまでに御議論いただいて策定させていただいたリスク

マネジメント要領も活用できるのではないかと思っているところでございます。もちろん、

道路計画であるとか防災計画の参考情報としての活用という観点もございますが、実際に

この能登半島エリアでこういったリスク評価をしてみると、各路線のリスクは赤、黄色、

緑というように評価されるわけでございますけども、リスクを簡易的に評価した結果と、

実際にどういうふうにネットワークとしての緊急復旧が進んでいったか、これらのデータ

を突合することで、早期復旧に貢献できるような構造上の工夫、例えば道路幅員が少し余

裕あったとかのように、どういった道路構造の条件が道路啓開、いわゆる１車線だけでも

通れる状態にする、そういった道路啓開にどういった点が貢献するのか、そういったヒン

トも見つかってくるのではないかといったこともございますので、簡易なリスクの評価と

啓開までに要した時間との関係からも分析を進めてみたいと考えているところでございま
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す。 

 次に、最後の１４ページでございますけれども、今までの説明を総括させていただけれ

ばというふうに思っております。 

 まず、今回の被災状況を踏まえ、個々の道路構造物の既存の技術基準の妥当性について

は確認が必要であると考えている一方で、先ほどトンネルあるいは国道２４９号の沿岸部

の大規模斜面崩落の話がございましたけども、地山自体が大きく変位している、あるいは

大規模な斜面崩落の影響で道路が封鎖されているような状態に対して、構造物のみで抵抗

することでこのような状態になることを防ぐのは非常に困難な被害も見受けられたと思っ

ております。そのため、個々の構造物の設計段階だけではなく、その前の路線設計の段階

で、こういった災害に対して安全で信頼性の高い道路計画となるように配慮する、これも

大事なことだと考えているところでございます。 

 その上で、個々の道路構造物の機能に及ぼす災害の影響を軽減化させる対策を講じつつ、

先ほど申し上げましたこのリスクの評価という観点からいろんなアイデアも出しながら、

道路ネットワークとしての強靱化が図れるよう、ハードとソフトの両面から対策をしてい

く必要があると考えてございます。 

 路線の中には橋梁、土工、トンネルなどの構造物が配置されますが、どの区間をどうい

う構造物で計画するのか、例えば、橋梁として計画する区間をどこからどこにするのか、

橋台位置をどこに設定するのかという検討は重要であり、やはり今回の被災を見ても、災

害に対してリスクの高い構造計画あるいは道路計画になっていた箇所もあるのではないか

という観点で、災害に対する安全性やその信頼性がより高くなるように配慮していくこと

も必要ではないかと考えているところでございます。 

 その上で、道路ネットワークにおける各路線の位置づけなど、さらには今回地震で被災

した後、機能回復を速やかにする、レジリエンスというキーワードがございますけれども、

そういった観点も含めて、道路には様々な性能が求められていることから、そういった

様々な性能に対応できるようにしていくために技術基準の性能規定化も１つの方策として

検討が必要と考えているところでございます。 

 個別の構造物につきましては、先ほど御説明しましたように、橋梁については、これま

での基準の改定の見直し、あるいは耐震補強施策を推進してきた効果は見られた一方で、

耐震対策がまだできていない橋梁については大きな被害が出たものもあるということで、

耐震対策の一層の推進が必要であるということです。 
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 それから土工についても、通行機能が途絶した要因、あるいは道路啓開が困難となった

要因を洗い出して、そのリスクを軽減するための対策の検討が必要と考えており、具体に

は、排水機能の強化であるとか、周辺地質状況に応じた勾配、あるいは小段の設置、両切

り区間における幅員の余裕、啓開の容易さの観点から構造形式を選定する、そういった幾

つかの検討項目があると考えているところでございます。 

 トンネルについては、先ほど申しましたとおり、地山の変位に対して構造物によりトン

ネルの内空保持を確保することには限界があるということで、これに対しては、路線計画

の段階でそういった大規模変位が懸念される箇所をできるだけ避けるといったことが必要

ではないかと考えています。ただ一方で、路線計画上どうしてもそれが避けられない場合、

あるいは調査段階ではそれが判明できず、施工中にそれが判明するというような場合もあ

り、そのような場合には、地山が動いたことによって覆工コンクリートに破壊が生じたと

しても、道路利用者への被害が生じないよう、あるいは地震後の緊急点検あるいは啓開活

動の妨げにできるだけならないように、覆工コンクリートが塊として落ちにくくなるよう

に配慮する、具体には単鉄筋を覆工コンクリートに配筋しておくような対策が必要と考え

ているところです。以上、現時点の総括として考えているところでございまして、これら

につきまして御意見いただければと存じます。 

 国総研、土研からは以上でございます。 

【企画専門官】  あと、参考資料を少し御紹介します。 

 こちら、参考で、各基準類と災害の変遷といったことで、左側に地震災害を年次で示し

ていまして、その右に橋梁、トンネル、土工関係の技術基準関係がどのように策定改定さ

れてきたかというのを示してございます。あと、主な道路構造物をその右に示しています。

下のほうには、近年の主立った地震の規模を比較表として示しているところでございます。

こちら、能越自動車道の供用や完成の時期をそれぞれ示しているところでございます。 

 最後に、資料３として、当面の進め方のほうを説明させていただきます。 

 本日、２月２１日小委員会におきまして、専門調査結果のほうを御紹介させていただき

ました。今後、予定ではございますが、分野別会議を橋梁、トンネル、土工で開きまして、

道路構造物の被害分析や現行基準の妥当性の検証、あと技術基準改善の方向性や留意事項

のほうを検討いたしまして、３月に再度道路技術小委員会を開きまして、能登半島地震を

踏まえた道路構造物の基準についての審議をさせていただきたいと思っているところでご

ざいます。 
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 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【二羽委員長】  ありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただきました

報告に関しまして、御意見、御質問等ございましたらお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。いかがでしょうか。常田先生。 

【常田委員】  委員の常田ですが、今回、土工の盛土による被害が大分増えたというこ

とで、土工分野別会議としても、重大な認識を持っております。 

 その意味で、今日報告いただいた内容について、数が多くなりますが、思いついたとこ

ろを述べさせて頂きたいと思います。 

 まず、３ページですが、細かい点も含めて、今日は重要な委員会だと考えていますので、

一通りコメントをしたいと思います。 

【二羽委員長】  資料２ですか。 

【常田委員】  そうです。資料２の３ページです。 

 言葉尻を捉えるような言い方で申し訳なのですが、踏掛版の設置が望ましいとされたと

いう点について、東北の地震の後に下部構造編で踏掛版の規定が設けられていますが、土

工としては、踏掛版などという認識でおり、段差対応としては、いずれ最適化という意味

では段差量を推定して、それに応じた対策の提言が必要であると思いますが、復旧の容易

性、あるいはコストなどを考えると、土工の技術、工法による沈下段差対策もありますの

で、現場の状況に応じた画一的でない多様な技術工法を対象にしていただきたいというの

が１点です。 

 それから、４ページです。 

 橋梁では、復旧の仕方まで考えた壊し方という書き方がされていますが、この辺りが重

要だと思っています。土工の盛土も同様であり、それが性能評価型の設計だろう考えてい

ます。また、図の下の中段に、土工部の信頼性の評価が困難なため橋の挙動の評価が困難

とありますが、橋台と取付け盛土と構造的に相互作用を考えることが必要であるため、一

体的な構造物として評価することが必要だということを言っていると思います。先ほどそ

のような説明もありましたが、縦割りというか分野別で分けるのではなく、一体構造物、

連続構造物として考えることが必要だと思います。 

 その意味では、繰り返しになりますが、土工と橋梁、橋台は連続した複合構造物である

ので、後ほど同じようなこととして話しますが、土工と舗装の関係も同様であって、縦割

りでなく分野横断的な対応を志していただくとよいと思います。 
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 取りあえず２点。後でまた述べさせて頂きます。 

【二羽委員長】  分かりました。何か回答。 

【企画専門官】  一通り伺ってからのほうがと思っています。 

【常田委員】  ほかにいらっしゃれば、お願いします。 

【二羽委員長】  元田委員、ありますか。 

【元田委員】 説明ありがとうございました。 

 ３点というか２点プラスアルファぐらいのお話をさせていただきますけども、資料２の

５ページです。これで４車線区間と２車線区間で被災の様相が違うというお話がありまし

た。これは九州の豪雨災害でも以前報告をお聞きしたようなことがあるんですけども、こ

ういう高速道路については、暫定２車線というのが３割４割もあるという状況ですが、交

通量だけじゃなくて防災の観点から、この４車線化というのを図っていっていただきたい

なと思います。交通量がたとえ少なくても、こういった防災に役立つ、４車線のほうが役

立つようなことが明らかになっているわけなので、今後とも、この４車線化ということを

進めていただきたいと思います。 

 それからもう一つは、以前、マスコミが言っていたんですけども、道路啓開計画がこの

部分はなかったんだというのがありまして、調べてみましたら、公表されているのは確か

に北陸のはなかったんですが、今後どうされていくのか。道路啓開計画というのはどうさ

れていくのかというのをお聞きしたいと思います。 

 それと関連しまして、資料の２の１４ページですが、道路ネットワークの強靱化が必要

だと思います。その際に必要なのは、やっぱり被害予測が必要ではないかと思うんです。

ある災害が起こったら、道路ネットワークの姿がどうなるかという一種のハザードマップ

みたいなようなものです。そういったものの整備といいましょうか、準備というものが必

要になるのではないかと思います。 

 それから、最後、付け加えたいのは、現場の職員の方、それから作業員の方は一生懸命

やられていると思うんですけども、健康管理にはひとつ気をつけていただきたいと思いま

す。私も四十数年前、現場で災害復旧の経験がありますけども、本当に職員の方はみんな

真面目なので一生懸命やるんですけど、そのうちにだんだん疲弊してくるというようなこ

とがありますので、作業員の方も含めて健康管理にも気をつけていただきたいなと思いま

す。 

 以上です。 
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【二羽委員長】  一通りいろんな意見を聞いたほうがよろしいですか。 

【企画専門官】  一通り御意見いただければと。 

【二羽委員長】  そうしましょうか。ほかにいかがでしょうか。勝地先生。 

【勝地委員】  主に橋梁分野ですけれども、調査結果をまとめていただき非常に分かり

やすかったと思います。 

 それで、有効性が確認できたとか、新しい基準の下で設計された橋の有効性、あるいは

耐震補強したものについては有効性が確認できたというのは非常によかったのかなという

ふうに思っております。 

 それと、さらに今も話題に出ましたけれども、ネットワークとしての機能確保、強靱化

という観点が改めて指摘されているわけですけれども、これも少し前からリスクアセスメ

ントという考え方で、先ほど星隈さんからも御説明ありましたけども、取り組んでいると

ころでありますけれども、さらにそういった考え方が、今後、大事になってくるのかなと

いうことが、地域によるとは思うんですけれども、そういう観点が重要になってきている

のかなというふうに思いました。 

 すみません、感想になりますけども、以上です。 

【二羽委員長】  ウェブ参加の那須先生の手が挙がっていますので、お願いします。 

【那須委員】  さっき指摘があった壊し方ですよね。あれは２種類あって、１つは、よ

く現場ではやっているんですけど、遊間です。伸縮装置の遊間とか床版遊間とか、あるい

は支承の遊間とか、壊し方の順番を、遊間の大きさを順番に設定しておくと、復旧がしや

すいんです。それはもう現場でやっているような事例があるので、それを見たらいいと思

うんですが、もう一つは、アメリカでやっているみたいな復旧のためにちょっと壊れやす

くするみたいな、設計上の壊し方と両方あるんですが、ここで言っているのはどっちかと

いうのは、多分、後者のやつはやらないと思うので、前者のものだとすぐできるかなとい

う気はします。 

 それともう一つ気になったのは、今被災している施設を復旧するときに、今後緊急に必

要になってくると思うのは、そのまま使って復旧できるものと、もうこれは使えないよと

いうふうに思われる構造物の見立てですよね。これは、どういう体制でやれるかな。その

後に、要は復旧設計はまだまだ難しいと思いますが、その辺ちょっと教えていただきたい。 

【二羽委員長】  分かりました。一通り質問等を全部承ってから、後で回答してもらお

うと思っていますので、少しお待ちください。 
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 トンネルや舗装のほうは特にございませんか。西村先生。 

【西村委員】  西村です。 

 資料の２、１４ページに、中間総括が書いてありますが、このとおりだろうなと思いま

すが、これはどちらかというと新設の対応方法ですね。やはり既設というか供用中のトン

ネルに対する対応というのが大事だと思うんですが、これは非常に難しいだろうと思って

います。 

 ただし、基本的には、ＮＡＴＭという最近の作り方で造られたトンネルの場合は、空間

が地盤まで潰れるということはないと思っています。資料の２の１１ページ下の左側にあ

りますが、大谷トンネル、黄色い布みたいな面が見えますが、この背後に地盤があります

が、この背後に支保が入っていますから、支保がしっかりしているので、まず崩れること

はない。これは、熊本の地震でもそうだったですし、ほかの地震でもそうでした。それか

ら、大分前になりますが、洞爺湖の有珠山の地殻変動でも、高速道路の線形が曲がっちゃ

いましたけども、あそこでもトンネルが被害を受けていますが、覆工が落ちて、支保が局

部座屈なんかを起こしていましたけども、支保が空間をきちっと保っていました。そうい

う意味では、空間確保は支保で保持ができるから覆工をどうするかというところが大きい

のポイントだろうと思います。 

 問題は、ＮＡＴＭ以前の矢板で造られたトンネル、これは覆工構造が荷重を支える耐荷

能力を担保しなければいけません。覆工が壊れると地山が落ちる可能性が高い。能登でも、

かなり前ですが、鉄道トンネルで能登の単線トンネルだったと思いますが、天端、天井が

崩落したときに背後の地山がなだれ込んでトンネルが閉塞してしまったという事例があり

ますが、やはり、矢板で造られたトンネル、昔のトンネルをきちっと手当てするというこ

とが大事ですが、ただし、基本は注入のはずなんです。中越地震で、矢板で造られた国道

の和南津トンネルというのがあります。覆工が落ちましたが、背面の地山は落ちてきませ

んでした。覆工が落ちた後の地山を見ると、注入がぴしっと入っていたんです。注入する

ということは基本になっているはずなので、今日の資料でも、矢板トンネルは出てきてい

ませんが、やはり新しいこと、今回の中間総括に書いてあるような新しいものに対する対

応とともに、今決められている基本をきちっと守るということも極めて重要と思います。

裏注に関しては、規格の高い道路でももう完全に終わっていなければいけないはずなんで

すが、終わっていない。だから、そういう意味では、やはりまずいろんなこれからのこと

を考えるとともに今やらなければいけないこと、やるべきことをきちっとこなしていくと
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いうことも大事だろうと思います。そういうところも、強調していくことが大事かなと思

います。 

 以上です。 

【二羽委員長】  ありがとうございます。秋葉委員、お願いします。 

【秋葉委員】  私は舗装ですから、その下の盛土や路体がしっかりしていてくれれば、

復旧に関しては比較的早く対応できます。ただし、こういった災害が起こると、早く交通

開放できるということが重要だと思います。そういった意味で、道路啓開等も含めて仮復

旧なり応急対応するためのマニュアル、それは横断的なものも含めてそういうようなもの

が整備されていると、早く交通開放するためにも役に立つというふうに思いまして、そう

いったものを今後つくる予定があるのか、あるいはもう既にあるのかお聞きしたいなと思

いました。 

 以上です。 

【二羽委員長】  ありがとうございます。あと、ウェブで参加されておられる大森先生、

何か御質問等ございますか。 

【大森委員】  質問ではなく、報告を受けての感想じみた話ですが、平成１９年のとき

の対策が今回に役立っているという報告はかなり重要な指摘だと思います。したがって、

今回もさらにバージョンアップして対策するということが、やはり国民の安全を守ること

にかなり重要な点になるということを改めて認識しました。このスケジュールでお願いし

たいと思っております。 

 以上です。 

【二羽委員長】  常田先生、さっきの残りをお願いします。 

【常田委員】  一通りということで、時間をいただいて、用意したコメントを述べさせ

て頂きたいと思います。 

 まず、資料２の５ページについて３点ありますが、１つ目が、能越自動車道の盛土被害

が顕著であった点です。先ほど３４か所とかが出てきましたが、２００７年、平成１９年

のときは１１か所でした。それだけ数が増えたということですが、地震動の揺れの規模も

大きかったと思います。 

 先ほども話では、当時復旧された箇所では、排水対策等を施した箇所が軽微な被害にと

どまったとあり、確かにそのとおりではあると思いますが、排水対策だけでなくて、例え

ば震度法による耐震設計がされたとか、いろいろな工夫がされている結果だと思います。 



 -23-

 そのため、昨日、川村先生も入っていらっしゃる技術検討委員会が設置されたようです

が、当時の技術・工法をきちんとレビューされて、さらにその後の新たな技術・工法を活

用して今後の復旧に当たっていただきたいというのが１点です。 

 ２点目ですが、盛土の締固め管理基準が引き上げられた効果が指摘されていますが、確

かに１つの要因ではあると思いますが、締固め度と土の強度の関係の力学的な根拠を明確

にしていただきたいと思います。言い方は悪いのですが、締固め度を高くすればよいので

あれば設計は適当でもいいとか、あるいはしなくてもよいというような極論にもなりかね

ないので、道路土工構造物技術基準に謳われているように、ＩＣＴ要領もそうですが、設

計条件と施工条件の整合について検証が必要ではないかというのが２点目です。 

 ３点目が、先ほど元田委員から出ましたが、４車線を有する区間では交通機能が喪失す

ることはなかったとあり、それはあり得ることだと思います。交通機能がどうなるか、ど

うするかは、先ほど言いましたように、性能評価の視点であると思っています。このよう

な視点を今後の復旧に生かして、性能評価型の復旧技術工法の検討をしていただきたいと

いうのが３点目です。 

  次は、７ページです。 

 ２００７年の復旧箇所の隣接箇所の被害について、幾つか報告がありましたが、これは

復旧のときの復旧をどの区間まで広げてやるかの設定の問題であって、この点は今回の教

訓とされて、２００７年の当時は被害を受けた区間だけを復旧しましたが、今回、そうす

るかは姿勢の違いとして考慮する必要があると思います。 

 また、隣接だけでなく、近接した箇所での崩壊も見られますので、それらの被害要因を

明らかにして、今回被害を受けなかった盛土の評価にも反映する必要があると思います。 

 次、９ページです。 

 ９ページで、能登大橋での再度被災についてですが、確か、のり面は補強されていたと

思っております。その意味では、再度同じ場所で同じ規模で滑った、補強してありながら

滑ったということで、設計後の検証が必要と思います。また、崩壊部での流水の話があり

ましたが、道路土工構造物技術基準では排水性が特に謳われているのですが、排水に関し

ては、特に盛土内部からの排水性が重要と考えており、この点も２００７年の復旧の姿勢

の違いとして、今後の復旧でも考慮していただくとよいと思います。 

 それから１４ページです。 

 基準関連の妥当性の確認が謳われていますが、土工については、以前の委員会でも言っ
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ていますが、道路土工構造物技術基準が２０１５年に、２０１６年に基準・同解説が出さ

れていますが、それらだけでは性能規定型の設計ができない。設計法が具体的になってい

ないために、現場では設計は行われていないのではないかと思っています。今回のＬ２相

当の地震動に対しても、多分、みなしに流れているという、そのような見方をしているの

ですが、その意味では、土工としては妥当性以前の問題があって、言い方は悪いのですが、

土工構造物技術基準は絵に描いた餅状態にあると思っています。そのため、土工分野とし

ては、今回の盛土被害は、危機意識を持って臨まければならないのですが、重要な機会と

捉えておりまして、土工では、現行の基準に沿った実務的な基準同解説を整備していただ

きたいと思っています。しかし、その整備を待つと時間がかかると思いますので、言い方

は悪いのですが、復旧には間に合わないでしょうから、今回の復旧では、現実的な盛土の

性能設計を検討していただいておいて、それを将来の基準・同解説の改定に反映するよう

なやり方で準備をお願いできるとよいと思います。 

 なお、性能設計による復旧は、２００７年の復旧との大きな違いであると思います。２

００７年、平成１９年の復旧では、仕様規定型の設計であり、滑るか滑れないかの設計で

あると思っています。ところが、性能設計では、どの程度滑るとかの話になりますので、

今回の復旧で打出しができれば１つの柱になると思います。 

 なお、性能設計とは、先ほどありましたように、従来の壊さない、壊れる、壊れないと

いう安全率の評価でなくて、国交省の令和6年度の事業概要でも、緊急車両は１日、一般

車両は１週間を目処にというような書き方がされていますが、早期の応急復旧のために、

どう望ましい壊れ方にするかだと思います。そのような新たな設計姿勢は、関係者や国民

の理解説明が必要になると思いますが、それによってＬ２クラスの地震動に対して経済的

な設計が可能になると考えています。 

 あと２点、資料３のスケジュールについて、１つ目が、今後の課題として、のと里山海

道の状況を見ていますと、今回は滑り崩壊に至らなかったのですが、亀裂・段差が発生し

ていて、今後の崩壊が危惧される場所も散見されます。その意味では、能越道、特にのと

里山海道では、今回、の被害が無かった、あるいは軽微であった、他の盛土の耐震性の検

証が必要と思っています。そこまで権限代行でやるかどうかという話は別にありますが、

他の盛土も何らかの形で検証が必要と思います。 

 ２つ目は、今回の道路被害では、能越道に限らず舗装の亀裂段差による交通障害が多発

したと見ていますが、従来から地震時の舗装の段差・亀裂に対する被害は出ているわけで
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すが、何らかの耐震対策が舗装でされてきていないのが実態ではないかと思います。しか

し、今回２００７年に復旧した箇所、１１か所でも滑りは発生していないのですが、車道

に段差・亀裂が発生している箇所があり、舗装の段差・亀裂の被害の状況を見ると、壊れ

方に特徴があるように見えています。そのため、舗装の段差・亀裂をどうするかは、地震

に対して、あるいは軟弱地盤対策にもなると思いますので、考えるいい機会と捉えていた

だけるとよいと思います。この点は舗装分野の関連ですが。 

 その場合の視点として、舗装と盛土、あるいは基礎地盤、これは連続構造物であるとい

うことで、両者の一体的構造設計が考えられますので、それによる耐震など安定性の向上

が期待できるのではないか、相互連携、相乗効果といったことが期待できると思っていま

す。ですから、今回の復旧でも、復旧姿勢の柱として、例えば舗装と盛土の一体化構造の

検討もしていただけるとよいと思います。これは、先ほどの橋の取付け盛土部に対する橋

梁と土工の関係と同様であり、今まで舗装分野、土工分野と分かれていましたが、舗装分

野と土工分野の連携による道路の段差・亀裂対策を検討していただけないかということで

す。 

 いずれにしましても、土工分野別会議でも議論できればよいと思いますが、今後の復旧

では、まず、復旧方針を明確にしていただいて、その実現のために新たに、柔軟な技術・

工法の検討をお願いしたいと思います。 

 意見としては以上です。 

【二羽委員長】  詳細な御検討、どうもありがとうございました。 

 私も１点だけコメントしますけども、この資料２の１４ページ、点線以下のところで、

先ほど星隈さんが総括されたところの内容については、非常に的確な総括だと思いますの

で、この方向で進めてもらえればというふうに思っています。 

 非常にたくさんの意見、質問が出ましたが、まとめて回答をお願いします。 

【企画専門官】  現時点で十分に答えられませんが、道路を連続的、横断的、複合的に、

ネットワークとしてちゃんと見ていくというところ、リスクアセスメントの観点も含めて

進めていきたいと思います。 

 個別の案件は、今後、詳細に会議の中でも御指摘を踏まえて検討していきたいと思って

いるところです。 

 １つ、那須先生からの、使えるか使えないかの見立ての件ですけれども、今、県とか自

治体からも、個別に専門調査の依頼が来ていまして、この橋大丈夫かどうかの観点で、専
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門家を派遣して、その見解を示している体制で進めています。 

 

【国総研道路構造物研究部長】  御質問の項目について回答いたします。まず、那須先

生から、壊し方として遊間の制御と、アメリカでやっているようなキャパシティーデザイ

ンだと思われますが、そういう２つの考え方があるという御指摘がありました。おっしゃ

るとおりでございます。そういった壊し方の制御には幾つかの手法がございますし、また、

今回の場合、橋台の背面の土が動いたことに伴って橋台が動くという状態も確認されてお

り、そのような可能性のある箇所の場合には橋台自身の設計において安全余裕をより確保

しておくことによって機能の回復性の信頼性を高めるという観点もあり、壊し方の制御の

方法についてはいろいろな考え方があると思ってございます。 

 それから、秋葉先生から復旧に関しての資料等の整理があるのかというご質問で、道路

協会の図書でございますが、これまでの大きな震災では、どういう応急復旧をしたのか、

どういう本復旧をしたのかという事例集みたいな資料を道路震災対策便覧として作成して

おります。今回のようなトンネルの被災についても、過去の地震ではどのように復旧した

のかという事例が示されており、今回の震災復旧についても記録として残していくことが

大事で、貴重な御意見と思ってございます。 

【環境安全・防災課長】  すみません、元田先生から道路啓開計画についての御質問が

ありました。 

 道路啓開計画は、道路管理者が関係機関と協議しながら、啓開の手順とか、啓開のため

に必要な資機材とかの事前の準備を決めるということになっています。おっしゃるとおり、

東北地整と北陸地整はつくっていなくて、そこは首都直下地震とか南海トラフというのを

優先的につくってきた結果、東北と北陸ができていなかったのは事実であります。 

 そういう中で、協議会を立ち上げて早急に啓開計画をつくろうとしているところです。

今回の啓開については、１月１日に発災して、２日には珠洲、輪島まで到達するようにな

って、それから４日には大型車が通れるような、そういう啓開を進めています。１週間に

は８割、２週間後には９割という幹線道路の啓開はできたと。その啓開に当たっては、連

携も、自衛隊とか県とも連携しながらやってきたというのが事実であります。 

 今までの啓開と違うのは、東北の場合は瓦礫とか車両の啓開というようなもので、今回

は、どちらかというと啓開というレベルじゃない、緊急応急復旧的なところがあって、少

しそこは今までと違うかなというふうに考えています。そういうことも反映して、今後、
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北陸でつくっていく中で今回そういうやり方についても考えていきたいと思います。 

【土研石田グループ長】  ちょっと単純な追加の説明をしたいと思うのですけれども、

３ページ目で、常田先生のほうから、段差の関係で踏掛版の設置に限らないでほしいとい

うお話ありましたが、正確に説明しますと、平成８年の道路橋示方書では「踏掛版を設置

することが望ましい」と書いてあったんですけども、平成２４年には、ほかのいろんな規

定と併せて、「踏掛版の設置等適切な対策を講じることが望ましい」として、踏掛版に限

っておりません。いろいろ舗装会社とかそういうところからぐにゃりと曲がるような段差

緩和といったことも提案されているというふうに承知しております。 

 以上です。 

【二羽委員長】  回答については、大体よろしいでしょうか。 

 それでは、全体を通してでも結構ですけれども、何か御質問等ございますか。よろしい

ですか。ありがとうございます。 

 それでは、本日予定された議事は以上でございますので、議事進行を事務局にお返しい

たします。 

【総務課長】  長時間にわたる御議論、貴重な御意見ありがとうございました。 

 本日の内容につきましては、後日、委員の皆様方に議事録の案を送付させていただき、

御同意をいただいた上で公開したいと存じます。また、近日中に速報版として簡潔な議事

概要をホームページにて公表したいと考えております。 

 それでは、以上をもちまして閉会とさせていただきます。本日はありがとうございまし

た。 

 

―― 了 ―― 


